
（ 別紙） 重点促進区域

【 佐賀市】

（ １ ） 重点促進区域

①久保泉工業団地（ 佐賀市久保泉町大字上和泉他）

②久保泉第２ 工業団地（ 佐賀市久保泉町大字下和泉）

③鍋島商工団地（ 佐賀市鍋島町大字森田）

④富士町南部工業団地（ 佐賀市富士町大字上熊川他）

⑤佐賀大和Ｉ Ｃ 工業団地（ 佐賀市大和町大字東山田）

なお、 本区域には、 農用地区域を 含めない。

（ 地図）  

（ 別添３ ）



（ 別紙） 重点促進区域

（ ２ ） 区域設定の理由 

 ①久保泉工業団地 

 久保泉工業団地は、 長崎自動車道・ 佐賀大和Ｉ Ｃ に近く （ 車で約１ ０ 分）、 九州内外への

アク セスに優れており 、 自動車産業（ ５ 社）、 食品産業（ ４ 社） 等を 中心と し た企業２ ７ 社

が集積し ている。今後こ れら の集積や交通アク セスを 活用し て、既存地元企業と の連携を強

め、 地場調達率を高めるこ と により 、 地域産業の活性化を 図るために、 重点促進区域と し て

設定し た。  

なお、 本区域で、 平成２ ８ 年度工場適地調査において、 遊休地（ 未決定面積） は把握さ れ

ていない。  

②久保泉第２ 工業団地 

久保泉第２ 工業団地は、久保泉工業団地と 同じ く 、長崎自動車道・ 佐賀大和Ｉ Ｃ に近く（ 車

で約１ ０ 分）、 自動車産業等を 中心と し た企業８ 社が集積し ており 、 こ れら 輸送用機械関連

産業を 中心と し た成長も のづく り 分野を 推進するために、 重点促進区域と し て設定し た。  

なお、 本区域で、 平成２ ８ 年度工場適地調査において、 遊休地（ 未決定面積） は把握さ れ

ていない。  

③鍋島商工団地 

 鍋島商工団地は、国道３ ４ 号線等の主要幹線道路に近く 、市街地へのアク セスも 良いこ と

から 、企業１ １ 社が集積し ており 、成長も のづく り 産業を 推進するために重点的に支援すべ

き 区域であるこ と から 重点促進区域と し て設定し た。  

なお、 本区域で、 平成２ ８ 年度工場適地調査において、 遊休地（ 未決定面積） は把握さ れ

ていない。  

④富士町南部工業団地 

富士町南部工業団地については、 企業５ 社が集積し ており 、 長崎自動車道・ 佐賀大和Ｉ Ｃ

に近い（ 車で約１ ０ 分） と いう 交通アク セスを 活用し た産業を推進するために重点促進区域

と し て設定し た。  

なお、 本区域で、 平成２ ８ 年度工場適地調査において、 遊休地（ 未決定面積） は把握さ れ

ていない。  

⑤佐賀大和Ｉ Ｃ 工業団地（ 佐賀市大和町大字東山田）  

佐賀大和Ｉ Ｃ 工業団地は、 佐賀市大和町大字東山田に位置し 、 有効面積７ ． ５ ha の工業

団地と し て、令和２ 年度に造成工事を行い、令和３ 年４ 月以降から 企業への分譲開始を 計画

し ている。 地理的な特徴と し て、 長崎自動車道・ 佐賀大和Ｉ Ｃ に近く （ 車で約５ 分） 九州内

外へのアク セスに優れており 、 更なる産業の集積を図るために、 重点促進区域に設定し た。 

なお、 本区域で、 平成２ ８ 年度工場適地調査において、 遊休地（ 未決定面積） は把握さ れ

ていない。  

 

（ ３ ）（ 重点促進市町村による） 工場立地特例対象区域の設定 

  ＜別添様式により 提出＞ 

 


